
給
与
や
賃
金
を
支
払
う
方
へ

給
与
や
賃
金
を
支
払
う
方
へ

〈
源
泉
徴
収
票
・
給
与
支
払
報
告

〈
源
泉
徴
収
票
・
給
与
支
払
報
告
書
〉
書
〉

法
定
調
書
の
作
成
・
提
出
は

法
定
調
書
の
作
成
・
提
出
は

e

‐

T

a

x

e

‐

T

a

x

でで

申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
が
必
要
で
す
！

の
記
載
が
必
要
で
す
！

町
県
民
税
・
所
得
税
の

町
県
民
税
・
所
得
税
の

申
告
相
談
と
提
出
会
場

申
告
相
談
と
提
出
会
場

町
で
受
け
ら
れ
な
い
申
告
相
談

　

次
の
申
告
相
談
は
、
税
務
署
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

•
青
色
申
告 

•
消
費
税 

•
贈
与
税  

•
雑
損
控
除 

•
相
続
税 

• 

土
地
・
建
物
及
び
株
式
等
の
譲
渡
所

得
が
含
ま
れ
る
確
定
申
告

◎ 

平
成
28
年
分
か
ら
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
・
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
・

贈
与
税
の
申
告
書
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー（
個
人
番
号
）の
記
載
が
必
要
で
す
。

◎ 

税
務
署
で
は
本
人
確
認
を
行
い
ま
す
の

で
、
申
告
書
を
提
出
す
る
際
に
は
、
申

告
さ
れ
る
ご
本
人
の
本
人
確
認
書
類
の

提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

《 
本
人
確
認
書
類
の
例
》

① 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
個
人
番
号
カ

ー
ド
）の
み【
番
号
確
認
及
び
身
元
確
認

書
類
】

② 

通
知
カ
ー
ド
な
ど【
番
号
確
認
書
類
】＋

運
転
免
許
証
な
ど【
身
元
確
認
書
類
】

※ 

郵
送
に
て
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、

①
の
写
し
ま
た
は
②
の
写
し
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　
（ 

①
の
写
し
を
添
付
す
る
際
は
、
表
面

と
裏
面
の
写
し
が
必
要
で
す
。）

※ 

ご
自
宅
か
ら
e
‐
T
a
X
で
送
信
す
る

場
合
は
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た

は
写
し
の
提
出
は
不
要
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
係
る
本
人
確
認
書
類

（
５
ペ
ー
ジ
本
人
確
認
書
類
の
例
参
照
）

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

勤
務
先
ま
た
は
日
本
年
金
機
構
等
か
ら

交
付
さ
れ
た
源
泉
徴
収
票
の
原
本
等
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務
所
な

ど
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
法

定
調
書
等
を
税
務
署
へ
提
出
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
://w
w
w
.e-tax.n

ta.go
.jp

）
で
、

利
用
開
始
の
手
続
き
や
パ
ソ
コ
ン
の
推
奨

環
境
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
の
操
作
方
法
、

ま
た
、
よ
く
あ
る
質
問（
Ｑ
＆
Ａ
）な
ど
、

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
関
す
る
最
新
情
報
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

平
成
28
年
分
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

等
の
法
定
調
書
合
計
表
の
提
出
期
限
は
、

１
月
31
日（
火
）で
す
。

東
金
税
務
署　

☎
０
４
７
５（
52
）３
１
２
１

※ 

自
動
音
声
で
ご
案
内
し
て
お
り
、
担
当

者
が
ご
用
件
に
お
答
え
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
中
に
給
与
・
賃
金
な
ど
を
支

払
っ
た
事
業
所
、
事
業
主
は「
給
与
所
得

の
源
泉
徴
収
票
」を
作
成
し
、
１
月
31
日

（
火
）ま
で
に
全
て
の
受
給
者
に
交
付
し
、

一
定
金
額
以
上
の
も
の
は
税
務
署
に
も
提

出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
」と

同
時
に
複
写
作
成
さ
れ
る「
給
与
支
払
報

告
書
」は
金
額
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、

全
て
を
受
給
者
の
住
所
地（
平
成
29
年
１

月
１
日
現
在
）の
市
町
村
に
提
出
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
個
人
事
業
を
営
む
方
で
専
従
者

給
与
を
支
払
っ
た
方
、
臨
時
で
従
業
員
を

雇
っ
た
方
も
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

税
務
課
課
税
班　

☎（
84
）1
2
1
2

　

２
月
16
日（
木
）か
ら
３
月
15
日（
水
）ま

で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
毎
日
、
文
化
会

館
に
申
告
の
相
談
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

※ 

提
出
の
み
の
方
は
、
税
務
課
と
文
化
会

館
で
受
付
し
ま
す
。

持 

ち
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
係
る
本
人
確
認

書
類（
５
ペ
ー
ジ
本
人
確
認
書
類
の
例
参
照
）

東金青色申告会　横芝支部・光支部

光 地 域
と　　き　2月2日（木）
と こ ろ　町民会館

横芝地域
と　　き　2月3日（金）
と こ ろ　文化会館
《共通事項》
午前の部　午前9時30分～正午
午後の部　午後1時～4時
対　　象　個人青色申告者
相談内容　 記帳方法・決算書の作成、

確定申告（所得税）

一般社団法人東金青色申告会
　☎0475－52－1284

決算・確定申告決算・確定申告
早期提出の早期提出のための出張相談会ための出張相談会

2017.1.15


